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医
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  認知症等により本人の意思確認が容易ではない方に対する 

 定期の予防接種に関する疑義解釈について 

 

 平素は、本会事業の推進に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。 

 厚生労働省の標記事務連絡に関し、大阪府より通知が届きましたので、下記の通り情報提供いたし

ます。 

貴会におかれましてはご了知の上、会員医療機関へのご周知をお願い申し上げます。 

 

記 

●厚生労働省事務連絡より引用（原文ママ） 

（問） 

認知症の高齢者の方など、本人の意思確認が容易でない方に対して予防接種を実施する際の留

意点として、定期接種実施要領第１の1010（４）では「なお、対象者の意思の確認が容易でない

場合は、家族又はかかりつけ医の協力を得て、その意思を確認することも差し支えないが、明確

に対象者の意思を確認できない場合は、接種してはならないこと。」と記載がある。 

本人の意思確認を行うことが容易ではない場合において、日常的に本人との意思疎通を図って

いる家族等が同意書を代筆し接種を行うことは、実施要領の「明確に対象者の意思を確認できな

い場合は、接種してはならない」との記載との関係上、差し支えないか。 

（答） 

 予防接種は、対象者が接種を希望している場合に、接種を行っていただくものです。 

このため、認知症の高齢者等、本人の意思確認を行うことが難しい場合においても、家族やか

かりつけ医、高齢者施設の従事者（以下「家族等」という。）など、日頃から身近に寄り添い、

意思疎通を図っている方々の協力を得て、本人の接種の意向を丁寧に酌み取ることが必要です。 

そのうえで、本人の意思を酌み取った身近な家族等が同意書を代筆し、接種を行うことは差し

支えありません。 

 

●参考（大阪府ホームページ） 

 検索エンジンで「大阪府 予防接種関係 医療機関向け通知」でもアプローチ可能です。 

   https://www.pref.osaka.lg.jp/o100050/chikikansen/kansen/tsuuchi_yobousesshu.html 
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